
例　夫婦と子２人の４人世帯で酒々井町の国民健康保険に加入する場合 

（令和８年４月作成）                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 世帯主（４５歳） 

給与所得４８３万円

妻（３５歳） 

給与所得４３万円

息子　　　　娘 

（８歳）　 （５歳）

 
所得割

（483 万円－43 万円）　

×6.09％＝267,960 円

（43 万円－43 万円） 

×6.09％＝0円

 
均等割 ２８，６００円 ２８，６００円

（息子）２８，６００円 

（娘）　１４，３００円

 
平等割 １世帯で４４，４００円

 
合計 ４１２，４００円（１００円未満切捨）

 
 世帯主（４５歳） 

給与所得４８３万円

妻（３５歳） 

給与所得４３万円

息子　　　　娘 

（８歳）　 （５歳）

 
所得割

（483 万円－43 万円）　

×3.66％＝161,040 円

（43 万円－43 万円） 

×3.66％＝0円

 
均等割 ９，９００円 ９，９００円

（息子）９，９００円 

（娘）　４，９５０円

 
合計 １９５，６００円（１００円未満切捨）

 
 世帯主（４５歳） 

給与所得４８３万円

妻（３５歳） 

給与所得４３万円

息子　　　　娘 

（８歳）　 （５歳）

 
所得割

（483 万円－43 万円）　

×2.19％＝96,360 円

 
均等割 １９，４００円

 
合計 １１５，７００円（１００円未満切捨）
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 世帯主（４５歳） 

給与所得４８３万円

妻（３５歳） 

給与所得４３万円

息子　　　　娘 

（８歳）　 （５歳）

 
所得割

（483 万円－43 万円）　

×0.27％＝11,880 円

（43 万円－43 万円） 

×0.27％＝0円

 
均等割 ２，０００円 ２，０００円

（息子）　　　　０円 

（娘）　　　　　０円

 
合計 １５，８００円（１００円未満切捨）

医療分　　　　　後期高齢者支援金分　　　　 介護分　　　　　     子ども分 
４１２，４００円　＋　１９５，６００円　＋　１１５，７００円　＋　１５，８００円 
 
 

合計　７３９，５００円
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分


